
『長浜市保育士等宿舎居住支援事業補助金』 

 

 

 

 

 

 

 対象者  (次のいずれにも該当すること) 

【法人等が運営する施設に勤務する保育士等の場合（国の助成制度に準じて法人等に助成）】 

① 法人が借上げた宿舎に常勤（週 30 時間以上勤務）の保育士等を居住させていること 

※法人所有にかかる宿舎を除く 

② 勤務開始日が平成３０年１０月１日から令和７年４月１日の人を居住させていること 

③ 保育施設の長など保育業務に専念していない人でないこと 

④ 採用内定日現在の住民登録が長浜市以外であり、勤務開始日までに長浜市に住民登録を行

った人を居住させていること 

⑤ 対象となる保育士等およびその同居者が住宅手当その他これに類する手当を支給していな

いこと 

 

【公立施設に勤務する保育士等の場合（個人に助成）】 

① 勤務開始日が平成３０年１０月１日から令和７年４月１日の人 

② 常勤（週 30 時間以上勤務）の保育士・幼稚園教諭・保育教諭であること 

③ 採用内定日現在の住民登録が長浜市以外であり、勤務開始日までに長浜

市に住民登録を行った人 

 

 支援内容  

１月当たり借上げ等の賃料、共益費の対象経費の３／４を補助します。 

（ただし上限は１月当たり４２，０００円とします。） 

 ※礼金・更新料・敷金は対象になりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 補助期間  

・保育士等として居住を始めた日から令和８年３月３１日まで 

※ただし、平成３０年１０月１日から令４年３月３１日までに保育士として居住を始めた場合

は、居住開始日から４８か月の間を上限とします。 

 

長浜市に転入し保育士等として働かれる人に家賃・宿舎借上費を助成します！！ 

長浜市外から転入し、長浜市内の保育施設等に就業された場合に、本人、もしくは法人等に

対し家賃・宿舎借上費を助成します！ 

問合せ・申込先 〒526-8501 長浜市八幡東町 632 番地 長浜市役所５階 

長浜市教育委員会事務局 幼児課  電話 0749-65-8607 

モデルケース ※賃料 50,000 円の場合 

⇒月当たり、50,000円の自己負担額の 3／4の 37,500円を助成します。 

実質 約 12,500円の自己負担のみとなります。 


